
  令和４年１１月１０日 
PTA 会員各位 
  ふじみ野市⽴駒⻄⼩学校 
  PTA 会⻑ 滝澤 真 

令和 4 年度駒⻄⼩学校ＰＴＡ臨時総会資料の修正について 

 
日頃より PTA 活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 
ただいま開催している臨時総会の総会資料において、ＰＴＡのしおりの改正内容に疑義

が生じたため、本部会にて協議した結果、以下の通りに資料を修正することとしました。 
 
臨時総会資料 ＰＴＡのしおり P.1 ＜ＰＴＡ活動の内容説明＞  

修正前 １．は じ め に 
本校は昭和４２年に開校し、それに伴ってＰＴＡも組織されました。 

修正後 １．は じ め に 
本校ふじみ野市⽴駒⻄⼩学校（以下、「本校」という）は昭和４２年に開校し、

それに伴ってＰＴＡも組織されました。 
修正理由 資料の冒頭なので「本校」ではなく「ふじみ野市⽴駒⻄⼩学校」と明記。 

 
臨時総会資料 ＰＴＡのしおり P.9 ＜駒⻄⼩学校ＰＴＡ役員選考規程＞  

修正前 第９６条ＰＴＡ役員の選出に関して、同一会員が他の学年や他の学級にて同
年度に他のＰＴＡ役員を兼務することはできないものとする。但し、本人が希
望する場合はこの限りではない。 

修正後 第９６条ＰＴＡ役員の選出に関して、同一会員が他の学年や他の学級にて同
年度に他のＰＴＡ役員を兼務することはできないものとする。但し、本人が希
望する場合はこの限りではない（会計監査の兼務を除く）。 

修正理由 役員の兼務を希望しても、会計監査は兼務できないのでそのことを追記。 
 
臨時総会資料 ＰＴＡのしおり P.9 ＜駒⻄⼩学校ＰＴＡ役員選考規程＞  

修正前 第１０７条本部役員の任期中は、駒⻄⼩学校に在籍している兄弟姉妹の役員
及び係を免除する。ＰＴＡ役員及び校外委員を兼務できないものとする。但し、
本人が希望する場合はこの限りではない。 

修正後 第１０７条本部役員の任期中は、駒⻄⼩学校に在籍している兄弟姉妹の役員
及び係を免除する。ＰＴＡ役員及び校外委員を兼務できないものとする。但し、
本人が希望する場合はこの限りではない（会計監査の兼務を除く）。 

修正理由 役員の兼務を希望しても、会計監査は兼務できないのでそのことを追記。 
 

学校ＨＰ掲載中の総会資料も更新しますのでご確認ください。 
引き続き、会員の皆様には PTA 活動へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 
 
 


